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ＳＤＧｓと総合計画
ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、平成 27（2015）年 9

月の国連サミットで採択された国際社会全体の共通目標です。「誰一人取り残さない」持続可能

で多様性と包摂性のある社会の実現のため、令和 12（2030）年までに達成すべき 17 のゴール（目

標）と具体的に示された 169 のターゲットから構成されています。

我が国では、平成 28（2016）年 12 月に「ＳＤＧｓ実施指針」が策定され、自治体においても、

各種計画の策定などに当たってＳＤＧｓの要素を最大限反映することを推奨するとともに、関係

団体などとの連携強化などにより、ＳＤＧｓの達成に向けた取組みを推進することが求められて

います。

木津川市は、「ＳＤＧｓ日本モデル」宣言賛同自治体であり、ＳＤＧｓの考え方を踏まえつつ、

人口減少・少子高齢化がもたらす社会的課題の解決と持続可能なまちづくりをより一層推進する

ため、市民、事業者をはじめ多様な主体の協働・連携のもと、総合計画とＳＤＧｓの推進を図り

ます。
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ＳＤＧｓと自治体行政の役割

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を支援するうえで最も適したポ
ジションにいます。各自治体において、すべての市民が必要最低限の
暮らしを確保することができるよう、きめ細やかな支援策が求められ
ています。

飢餓を終わらせ、 食料安全保障及び栄養改善を実現し、 持続可
能な農業を促進する

自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して農業や畜産などの食
料生産の支援を行うことが可能です。そのためにも適切な土地利用計
画が不可欠です。公的・私的な土地で都市農業を含む食料生産活動を
推進し、安全な食料確保に貢献することもできます。

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、 福祉を
促進する

住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹です。国民皆保険制度
の運営も住民の健康維持に貢献しています。都市環境を良好に保つこ
とが住民の健康状態の維持・改善に必要であるという研究も報告され
ています。

すべての人々に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、 生涯
学習の機会を促進する

教育のなかでも特に義務教育などの初等教育においては自治体が果た
すべき役割は非常に大きいといえます。地域住民の知的レベルを引き
上げるためにも、学校教育と社会教育の両面における自治体行政の取
組みは重要です。

ジェンダー平等を達成し、 すべての女性及び女児の能力強化を
行う

自治体による女性やこどもなどの弱者の人権を守る取組みは大変重要
です。また、自治体行政や社会システムにジェンダー平等を反映させ
るために、行政職員や審議会委員などにおける女性の割合を増やすの
も重要な取組みといえます。

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保
する

安全で清潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支える基盤です。水
道事業は自治体の行政サービスとして提供されることが多く、水源地
の環境保全を通して水質を良好に保つことも自治体の大事な責務で
す。

すべての人々の、 安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネル
ギーへのアクセスを確保する

公共建築物に対して率先して省エネや再エネ利用を推進したり、住民
が省／再エネ対策を推進するのを支援するなど、安価かつ効率的で信
頼性の高い持続可能なエネルギー源利用のアクセスを増やすことも自
治体の大きな役割といえます。
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包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生
産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワー
ク） を促進する

自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活性化や雇用の創出
に直接的に関与することができます。また、勤務環境の改善や社会サー
ビスの制度整備を通して労働者の待遇を改善することも可能な立場に
あります。

強靱 （レジリエント） なインフラ構築、 包摂的かつ持続可能な産
業化の促進及びイノベーションの推進を図る

自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有していま
す。地域経済の活性化戦略のなかに、地元企業の支援などを盛り込む
ことで新たな産業やイノベーションを創出することにも貢献すること
ができます。

各国内及び各国間の不平等を是正する

差別や偏見の解消を推進するうえでも自治体は主導的な役割を担うこ
とができます。少数意見を吸い上げつつ、不公平・不平等のないまち
づくりを行うことが求められています。

包摂的で安全かつ強靭 （レジリエント） で持続可能な都市及び
人間居住を実現する

包摂的で、安全、レジリエントで持続可能なまちづくりを進めること
は首長や自治体行政職員にとって究極的な目標であり、存在理由その
ものです。都市化が進む世界のなかで自治体行政の果たし得る役割は
益々大きくなっています。

持続可能な生産消費形態を確保する

環境負荷削減を進めるうえで持続可能な生産と消費は非常に重要な
テーマです。これを推進するためには市民一人一人の意識や行動を見
直す必要があります。省エネや 3Ｒの徹底など、市民対象の環境教育
などを行うことで自治体はこの流れを加速させることが可能です。

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる

気候変動問題は年々深刻化し、既に多くの形でその影響は顕在化して
います。従来の温室効果ガス削減といった緩和策だけでなく、気候変
動に備えた適応策の検討と策定を各自治体で行うことが求められてい
ます。

持続可能な開発のために海洋 ・海洋資源を保全し、 持続可能な
形で利用する

海洋汚染の原因の 8割は陸上の活動に起因しているといわれていま
す。まちのなかで発生した汚染が河川などを通して海洋に流れ出るこ
とがないように、臨海都市だけでなくすべての自治体で汚染対策を講
じることが重要です。

陸域生態系の保護、 回復、 持続可能な利用の推進、 持続可能な
森林の経営、 砂漠化への対処、 並びに土地の劣化の阻止 ・回復
及び生物多様性の損失を阻止する

自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があり、自治体が大き
な役割を有するといえます。自然資産を広域に保護するためには、自
治体単独で対策を講じるのではなく、国や周辺自治体、その他関係者
との連携が不可欠です。
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持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、 すべて
の人々に司法へのアクセスを提供し、 あらゆるレベルにおいて
効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

平和で公正な社会を作るうえでも自治体は大きな責務を負っていま
す。地域内の多くの市民の参画を促して参加型の行政を推進して、暴
力や犯罪を減らすのも自治体の役割といえます。

持続可能な開発のための実施手段を強化し、 グローバル ・パー
トナーシップを活性化する

自治体は公的／民間セクター、市民、ＮＧＯ／ＮＰＯなどの多くの関
係者を結びつけ、パートナーシップの推進を担う中核的な存在になり
得ます。持続可能な世界を構築していくうえで多様な主体の協力関係
を築くことは極めて重要です。
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用語解説

Ａ～Ｚ

ＡＩ

人工知能（artificial intelligence）の略。コンピュータで、記憶・推論・判断・学習など、

人間の知的機能を代行できるようにモデル化されたソフトウエア・システム。

ＤＶ

ドメスティック・バイオレンス（domestic violence）の略。日本では「配偶者や恋人など親

密な関係にある、又は、あった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多い。

ＩＣＴ

情報通信技術（Information and Communication Technology）の略。コンピュータやインターネッ

トなどの情報通信技術のこと。

ＭａａＳ

「Mobility as a Service」の略。地域住民や旅行者一人ひとりのトリップ単位での移動ニーズ

に対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済

などを一括で行うサービス。

ＰＤＣＡサイクル

マネジメント手法の一種。計画を作成（Plan）し、その計画を組織的に実行（Do）し、その結

果を内部で点検（Check）し、不都合な点を改善（Action）したうえで、さらに、元の計画に反

映させていくことで、ら旋状に品質の維持・向上や環境の継続的改善を図ろうとするもの。

ＳＮＳ

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（social networking service）の略。人と人との

つながりを支援するインターネット上のサービス。趣味、職業、居住地域などを同じくする個人

同士のコミュニティを容易に構築できる場を提供している。

あ　行

アダプトプログラム

公園、河川、道路などの公共施設の一部を養子とみなして、市民が里親となって美化（清掃）

などを行う制度。

アピアランスケア

医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減する

ケアのこと。
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インクルーシブ教育

人間の多様性の尊重などの強化、障がい者が精神的及び身体的な能力などを可能な最大限度ま

で発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障がいのある者と

障がいのない者がともに学ぶ仕組み。

インクルーシブデザイン

実際使用するユーザーや消費者の意見をデザインに反映し、高齢者、障がい者、外国人など、

多くの人が使いやすいデザインを見出そうとする手法。

インターンシップ

企業や団体などでの実務を通じて、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと。

インバウンド

外国人が訪れてくる旅行のこと。日本へのインバウンドを訪日外国人旅行又は訪日旅行という。

か　行

カーボンニュートラル

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林管理などによる「吸収量」

を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。

過疎地域

著しい人口減少により、その地域で暮らす人の生活水準や生産機能の維持が困難になってしま

う状態になった地域。本市では、「過疎地域の持続的発展の支援に係る特別措置法」により、加

茂地域が令和 4（2022）年 4月 1日付で過疎地域として指定された。

かんがい排水施設

農業用水の確保、農業用水の適期・適量供給、排水改良を行い、水利用の安定と合理化を図る

ためのダム、頭首工、揚排水機場、幹線用排水路などの施設のこと。

関西文化学術研究都市

京都府、大阪府、奈良県の 3 府県（7 市 1 町）にまたがる京阪奈丘陵に、文化学術研究施設、

文化学術研究交流施設、公共施設、公益的施設、住宅施設、その他の施設を一体的に整備を進め

ているサイエンスシティ。木津川市では、精華・西木津地区、平城・相楽地区、木津地区が指定

されている。
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キャリア教育

一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、

キャリア発達を促す教育のこと。

クラスター型

クラスター（cluster）は、本来は花やブドウの房の意味であり、都市計画で用いるクラスター

型は、個々の拠点や地区を相互に関連させて一つの集合体としてとらえ、配置するタイプの都市

づくりを意味する。

グリーンインフラ

自然環境が有する機能を社会における様々な課題解決に活用しようとする考え方。

クリエイター

広義には創造的な仕事に携わる人を指すが、本計画では、美術、音楽、映像などのアートに関

わる作家のこと。

グローバル化

文化、経済、政治など人間の諸活動、コミュニケーションが、国や地域などの地理的境界、枠

組みを越えて大規模に行われるようになり、地球規模で統合、一体化される時代の動きのこと。

グローバリゼーション（globalization）ともいう。

ゲートキーパー

自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、

必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる者のこと。

研究開発型産業施設

研究開発機能と生産機能が一体となった施設のこと。

後期高齢者医療制度

75 歳以上（寝たきりの場合は 65 歳以上）の高齢者を対象とする独立した医療制度。

個人番号カード

住民票を持つすべての人に付与されるマイナンバー（個人番号）を、本人証明や自治体サービ

スなどに利用するために発行されるカードで、マイナンバー、氏名、生年月日、性別、本人顔写

真が表示される。
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コミュニティ

地域社会あるいは共同体のことであり、住民間のつながりや相互の協力関係などを意味する。

地域のコミュニティは、子育てや福祉、住環境づくり、活性化などの地域課題の解決に重要な役

割を果たすものである。

コミュニティビジネス

地域の課題を地域住民が主体的に、ビジネスの手法を用いて解決する取組み。

さ　行

ジェネリック医薬品

後発医薬品のことで、新薬（先発医薬品）の特許期間が過ぎた後に、他の製薬会社が同じ有効

成分を使って製造・販売するもの。品質、効き目、安全性は同等であるが、新薬に比べ開発費が

少なく低価格である。

自助・共助・公助

まちづくりにおける、個々の住民や事業者、地域や団体、行政の役割と関わり方を表す考え方。

｢ 自助 ｣ は、自分自身が考え、行動し問題の解決を図るよう努めること、「共助」は近隣の人々が

助け合い、協力して地域づくりに取り組むこと、「公助」は、行政が法律や制度に基づき支援し、

補完することであり、自助・共助・公助がすべてそろって豊かな地域ができるとされる。

シティプロモーション

地域の魅力を内外に発信し、その地域へヒト・モノ・カネを呼び込み、地域経済を活性化させ

る活動のこと。

ジビエ

狩猟で捕獲した野生鳥獣の肉のこと。

住民基本台帳

市町村長又は特別区区長が、住民の氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編

成した公簿で、居住関係の証明、選挙人名簿登録、印鑑登録など住民に関する事務処理の基礎と

なるもの。

商業核

市域内外の方が利用する都市的にぎわいのある商業施設など。
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情報セキュリティポリシー

情報セキュリティに関する組織の規程であり、セキュリティ対策の基本的な考え方や具体的な

ルール、手続きを網羅的に定めたもの。

将来負担比率

地方公共団体の借入金（地方債）など現在抱えている負債の大きさを、その地方公共団体の財

政規模に対する割合で表したもの。

初期救急医療

入院の必要がなく、休日・夜間の時間外に自力により受診可能な軽症患者を対象とするもの。

在宅当番医制参加診療所、夜間・休日急病診療所などが担っている。

スクールカウンセラー

臨床心理士、精神科医、心理学系の大学の常勤教員などが、心の専門家として、教員などと異

なる外部の立場から児童生徒へのカウンセリング、教職員及び保護者に対する助言・援助を行う

者のこと。

スクールソーシャルワーカー

社会福祉士や精神保健福祉士のほか、教育と福祉の両面に専門的な知識・技術と活動経験実績

などがある人などが、教育機関において問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ、保

護者、教職員への支援・相談・情報提供、研修活動などを行う者のこと。

スクールロイヤー

学校で発生するさまざまな問題についてこどもの利益を念頭に置き、法律の見地から学校に助

言する弁護士。

スケールメリット

規模を大きくすることで得られる効果。

スタートアップ

新たな市場を開拓し、社会に新しい価値を提供したり、社会に貢献することによって事業の価

値を短期間で飛躍的に高めること。

スマート化

サイバー空間とフィジカル ( 現実 ) 空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会

的課題の解決を両立する、人間中心の社会『Society5.0』の実現に向け、先進技術やビッグデー

タを活用すること。デジタルの力を活用し、持続的発展性のあるまちづくりを戦略的に進めるた

め、本市では令和 2（2020）年 2 月 4 日付で「木津川市スマート化宣言」をしている。行政サー
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ビスのスマート化とは、デジタルの力を活用し、自治体の事務処理を自動化したり業務を標準化

したりして、行政サービスなどを効率的に提供すること。

スマートシティ

ＩＣＴなどの新技術を活用しつつ、マネジメント(計画、整備、管理・運営など)の高度化により、

都市や地域の抱える諸課題の解決を行い、また新たな価値を創出し続ける、持続可能な都市や地

域であり、Society 5.0 の先行的な実現の場。

税外債権

地方公共団体が権利を持つ金銭債権のうち、分担金、手数料、公共施設の使用料、財産の貸付

料などの税以外のもの。具体的には、介護保険料、保育所保育料、公民館使用料、住民票交付手

数料、上水道・下水道使用料などが含まれる。

生活習慣病

食習慣、運動習慣、休養の取り方、嗜好などの生活習慣がその発症や進行に深く関わっている

糖尿病、高血圧、がん、脳卒中、心臓病などの病気のことで、その改善と予防が大きな課題となっ

ている。

性的マイノリティ

同性愛者（レズビアン、ゲイ）、両性愛者（バイセクシャル）、性同一性障害（トランスジェンダー）

など性的少数派の人々のこと。

成年後見制度

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度で、

家庭裁判所に選ばれた成年後見人などが、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約をした

り、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたりするもの。

ゼロカーボンシティ

二酸化炭素（ＣＯ２）などの排出量がなく、温室効果ガス排出において地球に害を及ぼすこと

はない都市。

た　行

脱炭素

地球温暖化の原因である二酸化炭素（ＣＯ２）等の温室効果ガスの排出を実質ゼロにすること。

木津川市は令和 32（2050）年に二酸化炭素（ＣＯ２）を実質ゼロにすることを目指す旨を公表し

ている。
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地域包括ケア

認知症高齢者の増加を背景に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で、自分らしい暮

らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的

に提供されること。

地方創生

加速度的に進む人口減少・超高齢化に対し、東京一極集中を是正し、地方の人口減少に歯止め

をかけ、日本全体の活力を上げることを目的とした政策。地方自治体は、地域の人口推計「人口

ビジョン」及び人口維持と活性化の戦略「地方版総合戦略」を策定し、地方への人口流入、若い

世代の結婚・出産・子育て、安心な暮らしづくり、地域と地域の連携を推進するもの。

デコ活宣言

令和 32（2050）年カーボンニュートラル及び令和 12（2030）年度削減目標の実現に向けて、国民・

消費者の行動変容、ライフスタイル変革を強力に後押しするため、環境省が提唱する「脱炭素に

つながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動（デコ活）」を加速化させることを目的に、企業・

自治体・団体・個人が宣言するもの。木津川市も宣言している。

デジタル教材

デジタル技術を使った学習教材のこと。個々の児童生徒がタブレット端末で読んだり、画像・

音声を確認したり、プロジェクターや電子黒板に表示して、授業を効果的に進めることができる。

テレワーク

ＩＣＴを活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。

天井川

川底が周辺の地面の高さよりも高い位置にある川のこと。

トイレの乾式化

トイレの床を水撒き清掃を不要とする材質に変えること。タイル張りの床で水を流して清掃す

る湿式トイレは、湿気がこもりやすく、菌やカビが生えやすいといった問題がある。

都市的サービス機能

広域複合商業施設や生活利便機能を集積し、質の高いサービスを提供すること。
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な　行

二次救急医療

手術や入院を要するが、すぐに生命には別状ない、ある程度の重症患者を対象とする救急医療。

地域の病院がグループをつくり、輪番制で休日、夜間に重症救急患者を受け入れて入院治療を行

う。

日本遺産

地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定するも

ので、地域に点在する有形・無形の遺産を「面」として活用し発信することで、地域活性化を図

ることを目的としている。

ニュースポーツ

グラウンド・ゴルフ、インディアカなど 100 種を超えるとされ、近年、我が国で行われるよう

になった比較的新しいスポーツ種目の総称。

認定こども園

幼稚園や保育所などのうち、就学前のこどもに幼児教育・保育を提供する機能と地域における

子育て支援を行う機能を備えた施設のこと。認定こども園制度の推進により、保護者の就労の有

無にかかわらず施設の利用が可能になる、既存の幼稚園の活用により待機児童が解消される、地

域子育て支援が充実するなどの効果が期待されている。

は　行

ハザードマップ

万一の水害に備え、避難場所や避難経路、予測される浸水深、緊急連絡先、水害時の心得など

を表示した地図。

働き方改革

働く人が、それぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方の改革を

総合的に推進するための国の政策であり、長時間労働の是正、雇用形態に関わらない公正な待遇

の確保などを講じるもの。

パートナーシップ宣誓制度

性的マイノリティの当事者が、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において協力し合う

ことを約束したことを自治体に宣誓し、自治体が公に証明する制度。
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ヒートアイランド現象

都心における気温が郊外に比べ高くなり、等高線を引くと、都心部を中心に気温の高い地域が

島状に発現する現象のこと。冷房などの空調、比熱の大きいコンクリートやアスファルトによる

熱吸収などが主な要因とされている。

ビッグデータ

スマートフォンなどを通じた位置情報や行動履歴、インターネットやテレビでの視聴・消費行

動などに関する情報、また小型化したセンサーなどから得られる膨大なデータのこと。

ファシリティマネジメント

企業・団体などが組織活動のために、施設とその環境を総合的に企画、管理、活用する経営活

動のこと。

ファミリーシップ宣誓制度

性的マイノリティの当事者が、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において協力し合う

ことを約束したことを自治体に宣誓し、自治体が公に証明する「パートナーシップ宣誓制度」に

際し、宣誓者に生計を同一とするこどもがいる場合は、家族として協力し合う関係をあわせて宣

誓することができる制度。

フードマイレージ

食料が消費者に届くまでに輸送される距離を数字で表したもの。農産物の輸送による環境負荷

を計る指標の一つで、環境負荷を軽減するためには、食料自給率を上げることや地産地消の実践

が重要とされる。

フレイル

高齢者の健康状態と要介護状態の間にある「虚弱状態」のこと。身体機能の低下（フィジカル

フレイル）、口腔機能の低下（オーラルフレイル）、認知・心理障がい（コグニティブフレイル）、

社会的孤立（ソーシャルフレイル）といった様々な要素を含む多面的な概念であり、この状態が

長く続くと、要介護や寝たきりのリスクが高まる。

フレックスタイム制

労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、生活と業務との調和を

図りながら、効率的に働くことができる制度。
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ヘイトスピーチ

公の場における憎悪（hate）に基づく差別的な言動のことで、特定の人種、民族、宗教、性別、

職業、障がい、性的志向などを誹謗中傷したり、排除することを扇動するもの。

ポータルサイト

インターネットで、ホームページの閲覧者が最初にアクセスする入り口の役割を持つウェブサ

イトのこと。関連ページのリンク集や検索エンジンを備えている。

や　行

ヤングケアラー

本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこどものこと。

有害鳥獣

農作物や人などに被害を与える野生動物のこと。近年、有害鳥獣による被害が増えており、農

林業被害ではシカ、イノシシ、サルなどによるものが多く、大きな問題となっている。狩猟者の

減少、中山間地の人口減少・高齢化による農地管理力低下などが主な要因とされる。

有機農業

農薬や化学肥料を原則的に使用せず、家畜や農作物残さに由来するたい肥の施用によって土づ

くりを行い、手作業や天敵の利用、機械除草などによって病害虫管理を行う農業生産方法。

ら　行

リモートラーニング

パソコンなどのデジタル機器を利用し、インターネットを通じて学習や研修を行う方法。

ローリング方式

計画期間は常に一定とし、毎年度ごとに修正や補完など計画内容を見直す方式のこと。社会・

経済情勢の変化に弾力的に対応し、計画と現実とが大きくずれることを防ぐことができる。

6 次産業化

１次産業としての農林漁業と、2 次産業としての製造業、3 次産業としての小売業などの事業

との総合的かつ一体的な推進を図り、農山漁村の豊かな地域資源を活用した新たな付加価値を生

み出し、農山漁村の所得の向上や雇用の確保を目指す取組みのこと。
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 木津川市総合計画審議会条例
平成 19 年 6 月 27 日条例第 230 号

改正　平成 23 年 10 月 4 日条例第 13 号

平成 29 年 3 月 28 日条例第 17 号

木津川市総合計画審議会条例

（設置）

第1条　木津川市総合計画の策定に関し、必要な事項を調査及び審議するため、木津川市総合計画審議会（以

下「審議会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第 2条　審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査及び審議を行い、市長に答申する。

（1）　総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想（以下「基本構想」という。）の策定に関すること。

（2)　基本構想に基づく基本計画に関すること。

（3)　前 2号に定めるもののほか、総合計画に関し市長が必要と認める事項

（組織）

第 3条　審議会は、委員 15 人以内で組織する。

2　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

（1)　公募により選出された市民

（2)　識見を有する者

（3)　その他市長が必要と認める者

（委員の任期）

第 4条　委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第 5条　審議会に会長及び副会長 1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）

第 6条　審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2　審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（意見の聴取）

第 7条　審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

（庶務）

第 8条　審議会の庶務は、総合計画担当課において処理する。

（委任）

第 9条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附　則

（施行期日）

1　この条例は、公布の日から施行する。

（会議の招集の特例）

2　第 6条第 1項の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会の会議は、市長が招集する。

附　則（平成 23 年 10 月 4 日条例第 13 号）

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（平成 29 年 3 月 28 日条例第 17 号）

この条例は、公布の日から施行する。
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 審議会委員
（敬称略・50 音順）
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策定経過

○
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策定体制図
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諮問
5 木学研第 95 号　

令和 5 年 5 月 29 日

　木津川市総合計画審議会

　会長　真山　達志　様

木津川市長　谷口　雄一　　　　　　 

第 2次木津川市総合計画後期基本計画の策定について（諮問）

　木津川市総合計画審議会条例第 2条の規定に基づき、下記のとおり諮問いたします。

記

　第 2 次木津川市総合計画後期基本計画（計画期間：令和 6（2024）年度～令和 10（2028）年度）

の策定につきまして、ご審議を賜りますようお願い申し上げます。

以上　

答申
令和 6年 1月 16 日

　木津川市長　谷口　雄一　様

木津川市総合計画審議会

会長　真山　達志

第 2次木津川市総合計画後期基本計画の策定について（答申）

　令和 5 年 5 月 29 日付け 5 木学研第 95 号で諮問のありました第 2 次木津川市総合計画後期基本計

画の策定について、当審議会において慎重に審議を重ねた結果、別冊のとおりとりまとめましたので、

木津川市総合計画審議会条例第 2条の規定に基づき答申します。
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統計データ

○

資料：「平成 27 年・令和 2年国勢調査結果」（総務省統計局）、令和 5（2023）年住民基本台帳（9月末日）

○

資料：「平成 27 年・令和 2年国勢調査結果」（総務省統計局）、令和 5（2023）年住民基本台帳（9月末日）
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○

資料：「経済センサス -活動調査結果」（総務省・経済産業省）
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○

※ 1　令和元（2019）年までは「現金給与総額」

※ 2　令和元（2019）年までは「原材料使用額等」

資料：「平成 29 年・令和元年工業統計調査」「令和 3年経済構造実態調査　製造業事業所調査結果」（経済産業省）

○

資料：「平成 26 年商業統計」（経済産業省）、

「平成 28 年・令和 3年経済センサス -活動調査結果」（総務省・経済産業省）

○
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資料：木津川市内指定文化財一覧（文化財保護課）
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